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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
今
後
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
実
施
の
状
況
を
検
証
し
、
よ
り
円
滑
な
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
実
施
の
た
め
の

改
善
策
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
を
内
閣
府
に
お

い
て
開
催
し
て
お
り
、
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
に
は
、
早
急
に
改
善
す
べ
き
点
に
つ
い
て
今
後
の
方
向
性
を
示
す
た
め

に
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
報
告
」
を
同
委
員
会
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
内
閣
府
と
し
て
は
、
同
報
告
で
示
さ
れ
た
方
向
性
に
沿
っ
て
、
平
成
三
十
一
年
夏
頃
を
目
途
に
、
企
業
主
導
型
保
育

事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
に
対
し
て
当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る
業
務
を
行
う
法
人
（
以
下
「
実
施
機

関
」
と
い
う
。
）
の
公
募
・
選
定
を
新
た
に
行
う
べ
く
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
係
る
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
監
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
夏
頃
を
目
途
に

実
施
機
関
の
公
募
・
選
定
を
新
た
に
行
う
ま
で
の
間
、
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一



ま
た
、
平
成
三
十
一
年
度
に
お
い
て
、
同
協
会
と
株
式
会
社
パ
ソ
ナ
と
の
間
で
、
当
該
指
導
及
び
監
査
に
係
る
業
務
委
託

契
約
は
結
ば
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
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